
介護保険対象サービスの自己負担額　(１割）

基本料金

要介護　１ ７８８円／日

介 要介護　２ ８３６円／日

護 要介護　３ ８９８円／日

度 要介護　４ ９４９円／日

要介護　５ １，００３円／日

要介護　１ ７１４円／日

介 要介護　２ ７５９円／日

護 要介護　３ ８２１円／日

度 要介護　４ ８７４円／日

要介護　５ ９２５円／日

３０円／日

２４円／日

認知症ケア加算 ７６円／日 日常生活に支障を来すような症状・行動又は意志疎通の困難な方

認知症行動 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に

　　心理症状緊急対応加算 入所することが適当であると判断した場合（入所日より起算して７日を限度）

医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が共同し、リハビリテーションの質を管理する

短期集中リハビリ 医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、その入所の日か

　　　　テーション実施加算 ら起算して３ヶ月以内に集中的リハビリテーションを行った場合

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が

認知症短期集中リハビリ 見込まれると判断された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士が、その入所日より起算して３ヶ月以内に集中的リハビリテーションを行っ

った場合

経管により食事摂取している入所者に対して、医師の指示に基づき、経口による食事摂取

を進めるための栄養管理を１８０日以内に限り行った場合

摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師の指示に基づき他職種が

共同し、食事観察及び会議等を行い、経口による継続的な食事摂取を進めるための栄養

管理を６ヶ月以内に限り行った場合

協力歯科医療機関を定めており、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合であって、食事

観察及び会議等に医師・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合

口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０円／月 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケアを月４回以上行った場合

口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０円／月 (Ⅰ)の要件に加えて、口腔衛生の管理に係る計画内容等の情報を厚生労働省に提出

２００円 医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合

療養食加算（１食） ６円／回 食事の内容が管理栄養士に管理され、食事の提供が行われている場合

栄養マネジメント強化加算 １１円／日

８０円／日 死亡日以前３１日以上４５日以下

１６０円／日 死亡日以前４日以上３０日以下

８２０円／日 死亡日の前日及び前々日

１，６５０円／日

２４０円／日

経口維持加算（Ⅰ）

経口維持加算（Ⅱ）

４００円／月

１００円／月

在宅復帰・在宅療養支援が基準に適合する場合(基本型)

４６円／日 在宅復帰・在宅療養支援が基準に適合する場合(在宅強化型)
在宅復帰・在宅療養支援

計画書情報加算　　　
３３円／月

２００円／日

各入所者の状態に応じた栄養管理が計画的に行われている場合

（３回／週を限度）

入所した日から３０日に限り、自己負担分として１日に３０円を算定

３４円／日

リハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出している

再入所時栄養連携加算

死亡日

２４０円／回
テーション実施加算

ターミナルケア加算

施設入所利用料金（ロングステイ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　

摘　　　要

                      介護老人保健施設　勝沼ナーシングセンター

リハビリテーションマネジメント

　　　　　　　　機能加算(Ⅱ)

長期入所用  １日当りの自己負担額　　　　　　【多床室利用者】

                      医療法人  景雲会　

項　　　目

機能加算(Ⅰ)

夜勤職員配置加算

長期入所用  １日当りの自己負担額　　　　　　【 個室利用者 】

夜勤職員の配置基準を満たしている場合

初期加算

在宅復帰・在宅療養支援

経口移行加算 ２８円／日



外泊時加算 ３６２円／日

外泊時加算

　　　　(在宅サービスを利用)

４５０円

４８０円 (Ⅰ)に加え生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活支援計画を策定

４００円

５００円

６００円

４００円 居宅介護支援事業所に対し必要な情報を提供する

３００円

５１８円／日

診療報酬

２３９円／日

所定疾患施設療養費(Ⅱ) ４８０円／日 医師が感染症対策に関する研修を受講していること(連続する１０日を限度とする)

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) ３円／月 入所者の褥瘡発生を予防するため、定期的な評価を実施した場合

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) １３円／月 (Ⅰ)の要件に加えて、入所者の褥瘡発生を防ぐ

排泄支援加算(Ⅰ) １０円／月 多職種が協動して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合

排泄支援加算(Ⅱ) １５円／月 (Ⅰ)に加えて、排尿・排便状態の悪化がない又は、おむつ使用の有りから無しに改善

排泄支援加算(Ⅲ) ２０円／月 (Ⅰ)に加えて、排尿・排便状態の悪化がないかつ、おむつ使用の有りから無しに改善

３円／日

４円／日

３５０円／回

１２０円／日 若年性認知症入所者に対して、介護老人保健施設サービスを行った場合

自立支援促進加算 ３００円／月 自立支援に係る支援計画を策定し、計画に従ったケアを実施する

安全対策体制加算 ２０円 外部の研修を受けた担当者が、安全対策を講じる体制が整備されている(入所中１回)

地域連携診療計画 保険医療機関を退院した入所者に対して、当該保険医療機関が地域医療連携診療計画

に基づいて作成した診療計画に基づき、入所者の治療を行うとともに、同意を得た上で当

該退院した日の属する月の翌月までに、病院へ診療情報を文書により提供した場合

１００円 医師又は薬剤師が薬物療法に関する研修受講し、服用薬剤の総合的評価を行う

２４０円 (Ⅰ)を算定していて、服薬情報等を厚生労働省に提出している

１００円 (Ⅰ)・(Ⅱ)を算定していて、入所時処方内服薬が6種類以上より1種類以上減少させる

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) ４０円／月 入所者ごとの心身の状態等の基本的情報を、厚生労働省に提出している

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) ６０円／月 入所者ごとの心身・疾病の状態等の基本的情報を、厚生労働省に提出している

介護職員処遇改善加算 （Ⅰ）　　所定単位数にサービス加算率を乗じた単位で算定　所定単位×３９／１０００

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２円／日 介護職員の総数のうち①介護福祉士８０％以上 ②勤続１０年以上介護福祉士３５％以上

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １８円／日

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６円／日

令和3年9月30日まで上乗せ分

※上記の他、所要のサービスを提供した場合には、厚生労働省告示に基づき利用料をいただきます。

新型コロナウイルス感染症への対応　所定単位×１／１０００ 

認知症疾患医療センター等への紹介

訪問看護指示加算 指定居宅訪問看護ステーションに対し、訪問看護指示書を交付した場合

試行的退所時指導加算

（Ⅱ）　　所定単位×２９／１０００

投薬、検査、注射、処置等を行った場合(連続する７日を限度とする)

退所後の主治医に対し、診療状況を示す文書を添え紹介を行った場合

(Ⅱ)の要件に加えて、居宅介護支援事業所と連携し居宅サービス等の利用方針を定める

緊急時治療管理 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合

リハビリテーション・処置・手術・麻酔又は放射線治療を行った場合

所定疾患施設療養費(Ⅰ)

入退所前連携加算(Ⅰ)

退所時情報提供加算

介護職員の総数のうち介護福祉士６０％以上

入退所前連携加算(Ⅱ)

特定治療

介護職員等特定処遇改善加算
（Ⅰ）所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定　所定単位×２１／１０００

（Ⅱ）所定単位×１７／１０００

退所後の療養上の指導を行った場合

入所前後訪問指導加算(Ⅱ)

入所前後訪問指導加算(Ⅰ)

（Ⅲ）　　所定単位×１６／１０００

（１回を限度）

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)

外泊は１月に６日迄で、上記料金に替えて自己負担分として算定　

８００円／日 外泊は１月に６日迄で、上記料金に替えて自己負担分として算定　

居宅を訪問し、退所を目的としたサービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合

                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　

介護職員の総数のうち①介護福祉士５０％以上 ②常勤７５％以上③勤続７年以上３０％以上

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

認知症介護実践リーダー研修修了者を配置

認知症介護指導者養成研修修了者を配置

３００円　　　　　　　　　情報提供加算

若年性認知症入所者受入加算

認知症情報提供加算



                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　

１，９３０円／日 内訳　朝食 ５８０円　昼食 ６７０円　夕食 ６８０円

２５０円／日

２００円／日

   居住費　ⅰ １，６４０円／日

４２０円／日

４，４００円／日

２，２００円／日

実   費

実   費

実 　費

実 　費

実 　費

※その他、本人希望の消耗品、趣向品については別途実費にていただきます。

※頭部に＊のある項目については、消費税の対象となります。

委託業者

　 教養娯楽費

個　　室（認知症専門棟を利用の方は、多床室の居住費となります）

インフルエンザ予防接種等をされた場合

２人部屋利用の場合

多床室（２人部屋も含む）

小旅行、観劇、料理教室等の参加者

   居住費　ⅱ

＊洗濯代（私物）

＊健康管理費

特別メニューの食事を選定した場合＊特別な食事料

   個室利用料 個室利用の場合（ただし、認知症専門棟利用者を除く）　

   二人部屋利用料

その他の費用（ご利用の方のみいただきます。）
   食事療養費

クラブ活動材料等

＊理容代

＊行事費

原則家族持ち帰り　希望者は委託業者と直接契約　

   日用消耗品費 シャンプー・石鹸・クリーム・テッシュペーパーなど


